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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）所定の長方体形状のスペースを定める支持体と、
　ｂ）前記支持体に支持され、第１通信規格に従ってデータを送信するよう作動する第１
無線周波数（ＲＦ）トランシーバと、
　ｃ）前記支持体に支持され、前記第１規格とは異なる第２通信規格に従ってデータを送
信するよう作動する第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバと、
　ｄ）前記支持体に支持され、前記第１及び第２ＲＦトランシーバに接続され、前記ＲＦ
トランシーバの各々のベースバンド信号を処理する共通ベースバンド・プロセッサと、
　ｅ）少なくとも１つのセンサを有し、前記支持体に支持され、インタフェース回路を介
して前記ベースバンド・プロセッサに接続された自動ＩＤ読取装置と、
を備え、
　ｆ）前記自動ＩＤ読取装置は、読み取るシンボルを照明し、該記号により反射された光
を受けて該シンボルの読み取りを行うものであり、
　ｇ）前記第１無線周波数（ＲＦ）トランシーバと前記第２無線周波数（ＲＦ）トランシ
ーバのうち、送信先が利用できる通信規格に対応する通信規格をもった方のトランシーバ
を通じて、前記自動ＩＤ読取装置により読み取られた前記シンボルのデータを送信する
ことを特徴とするＲＦ通信用モジュール。
【請求項２】
　前記長方体形状が、およそ１．５インチ（３８ｍｍ）×１インチ（２５．４ｍｍ）×３
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／４インチ（１９ｍｍ）のスペースを占有することを特徴とする請求項１に記載のデータ
収集モジュール。
【請求項３】
　前記第１ＲＦトランシーバが、第１アンテナと、第２アンテナとを含むことを特徴とす
る請求項１に記載のモジュール。
【請求項４】
　前記自動ＩＤ読取装置は、近くに位置する記録担体上のコード化されたデータを検知し
、該コード化されたデータを読むように動作することを特徴とする請求項１に記載のモジ
ュール。
【請求項５】
　前記支持体が、前記第１及び第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバ及び前記自動ＩＤ読
取装置のための電気回路部品が取り付けられるプリント基板を含むことを特徴とする請求
項１に記載のモジュール。
【請求項６】
　前記第１及び第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバ及び前記自動ＩＤ読取装置が、前記
所定の前記長方体形状のスペース内に支持されることを特徴とする請求項４に記載のモジ
ュール。
【請求項７】
　前記第１及び第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバと前記自動ＩＤ読取装置が、それぞ
れディジタル信号を生成し、前記プロセッサが前記ディジタル信号の各々を受信し、単一
高速フーリエ変換回路により処理することを特徴とする請求項４に記載のモジュール。
【請求項８】
　前記第１規格が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）通信規格であり、前記第２規格は広帯
域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ）通信規格であることを特徴とする請求項１に記載
のモジュール。
【請求項９】
　前記自動ＩＤ読取装置が、視野内にある前記記録担体上の二次元画像を読み取るための
イメージャーであることを特徴とする請求項４に記載のモジュール。
【請求項１０】
　ａ）手持ち式ハウジングと、
　ｂ）前記ハウジングに支持され、所定の長方体形状のスペースを定める支持体と、
　ｃ）前記支持体に支持され、第１及び第２コンピュータ・ネットワークにそれぞれ関連
する第１及び第２ＲＦ基地局と通信して、端末とネットワークとの間でデータ転送するよ
うに動作する第１及び第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバと、
　ｄ）前記支持体に支持され、バーコード記号を照明して該バーコード記号から反射され
た光を感知して前記バーコード記号の読み取りを行うように作動する自動読取装置と、
を備え、
　ｅ）前記第１及び前記第２無線周波数（ＲＦ）トランシーバのうち、送信先が利用でき
る通信規格に対応する通信規格をもった方のトランシーバを通じて、前記自動ＩＤ読取装
置により読み取られた前記シンボルのデータを送信する
ことを特徴とするモバイル・コンピュータ・収集端末。
【請求項１１】
　前記長方体形状が、およそ１．５インチ（３８ｍｍ）×１インチ（２５．４ｍｍ）×３
／４インチ（１９ｍｍ）のスペースを占有することを特徴とする請求項１０に記載の端末
。
【請求項１２】
　前記支持体が、前記ＲＦトランシーバ及び前記読取装置のための電気回路部品が取り付
けられるプリント基板を含むことを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１３】
　前記ＲＦトランシーバの各々が、第１アンテナと、第２アンテナとを含むことを特徴と
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する請求項１０に記載の端末。
【請求項１４】
　前記ＲＦトランシーバは、それぞれ異なる通信規格を用いて前記データを伝送するもの
であることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１５】
　前記規格の一つが直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）であり、前記規格の他方は、広帯域
符号分割多重アクセスであることを特徴とする請求項１４に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は一般に、モバイル・コンピュータと、そのようなコンピュータで使用するため
のＲＦ通信用モジュール又はカード、及び、ベースバンド・プロセッサ回路をそのような
モジュールに使用し、その回路を各々の無線において２重使用することにより、小型でコ
ンパクトな長方体形状のスペース内で多重無線能力を付与する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線ネットワークでは、ポータブル又はモバイル・コンピュータ端末と固定アクセス・ポ
イント又は基地局との間で通信するのに、赤外線又は無線周波数の通信チャネルを使用す
る。これらのアクセス・ポイントは、有線の（又は場合によっては無線の）通信チャネル
によって、ネットワーク・インフラストラクチャに接続され、該ネットワーク・インフラ
ストラクチャは、アクセス・ポイントのグループを相互に接続し、１つ又はそれ以上のサ
ーバー又はホスト・コンピュータ・システム、或いは公衆交換電話網へのゲートウェイを
任意に含むローカルエリア・ネットワーク又は広域ネットワークを形成する。
【０００３】
ホスト・コンピュータへの種々の形式の通信能力を有するポータブル・ローミング端末ど
うしの論理相互接続をサポートする、無線プロトコル及び無線周波数（ＲＦ）プロトコル
が知られている。論理相互接続は、アクセス・ポイントから所定の範囲内に位置している
ときに、各遠隔端末の少なくともいくつかは、該アクセス・ポイントのうちの少なくとも
２つと通信可能である、というインフラストラクチャに基づいており、通常、端末装置の
各々は、そのようなアクセス・ポイントのうちの１つと関連し通信している。与えられた
端末と選択されたアクセス・ポイントを介したネットワークとの間の通信を最も効率的に
調整できるように、全空間適用範囲及び配置、応答時間、及びネットワークのローディン
グに対する要求に基づいて、異なる変調方式、電力制限、及び通信プロトコルが設計され
てきた。ローカルエリア・ネットワークについての、このようなプロトコルの１つが、Ｉ
ＳＯ／ＩＥＣ８８０２－１１、又はニュージャージー州ピスカタウエイのＩＥＥＥ標準局
から入手可能な「無線ＬＡＮ・媒体アクセス制御（ＭＡＣ）及び物理層（ＰＨＹ）仕様」
（１９９９年版）と題されたＡＮＳＩ／ＩＥＥＥ規格８０２．１１（以下、「ＩＥＥＥ８
０２．１１規格」と呼ぶ）に記載されており、パーソナル・コミュニケーション・サービ
スエリアにおける別のものは、広域ネットワーク規格（ＷＣＤＭＡ）である。
【０００４】
データ収集用途としては、バーコード・シンボル読取装置に接続された又はそれを組み込
んだモバイル・コンピュータ端末の１つの形式が、現在非常に一般的である。典型的には
、バーコード・シンボルは、通常長方形の形状の、明るい領域と暗い領域の１つ又はそれ
以上の列から構成される。暗い領域すなわちバーの相対的な幅、及び／又は、明るい領域
すなわちバーの間のスペースの幅が、シンボルの中のデータ又は情報をコード化する。
【０００５】
バーコード・シンボル読取装置は、シンボルを照らし、異なる光反射率の領域から反射さ
れた光を感知して、各領域の相対的な幅及び間隔を検出し、コード化された情報を引き出
す。バーコード読み取り型のデータ入力システムは、多様な用途のためのデータ入力の効
率と正確度を向上させる。このようなシステムのデータ入力が容易であるということは、
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より頻繁により詳細なデータを入力するのが容易になり、例えば、在庫目録の作成、又は
、進行中の作業の追跡が効率的にできるようになる。
【０００６】
種々のバーコード読取装置・走査システムが知られている。特に有利な形式の読取装置の
１つは、シンボルを横切るレーザ光線のような光のビームを走査する光学式スキャナであ
る。移動ビーム・レーザ・スキャナ・システム及びその形式のコンポーネントは、本発明
の譲受人が所有する米国特許第４，３８７，２９７号及び第４，７６０，２４８号に典型
的に示されており、引用によりここに組み込む。移動ビーム・レーザ・スキャナは、シン
ボルを読み取ることが可能な光学式装置の唯一の形式ではない。「イメージャー」と呼ば
れる別の形式の読取装置は、２次元の半導体センサ又は線形電荷結合素子（ＣＣＤ）技術
を組み込んだ形式である。走査装置の発光ダイオード（ＬＥＤ）のような光源から光がシ
ンボル全体に投光され、各々の画素又はＣＣＤセルが順次読み取られ、例えば、バー又は
スペースが存在するかどうかが判断される。ＣＣＤ読取装置の一例として、１９９８年６
月１２日に出願されたＣｏｒｒｅａ他による米国特許出願番号０９／０９６，５７８を、
引用によりここに組み込む。
【０００７】
　自動認識及びデータ収集（ＡＩＤＣ）産業においては、ある種の長方体形状のスペース
内に組み込まれるモジュール、即ち、既知の機能性を有する特定のスペース割当てアセン
ブリ又は装置が標準となってきている。ＰＣカード又はコンパクト・フラッシュカードが
、ポータブル・コンピュータ産業における１つのそのような例である。「ＳＥ１２００」
として知られている、バーコード読取装置レーザ・走査・エンジン・モジュール用の別の
そのような長方体形状のスペースが、ＡＩＤＣ産業で採用され、本出願の譲受人であるニ
ューヨーク州ホルツビルのシンボル・テクノロジーズ・インコーポレーテッドにより製造
されている。ＳＥ１２００モジュールは、バーコード・シンボルを読み取るための手持ち
式携帯型コンピュータに使用され、長さ１から１／２インチ、幅１インチ、高さ３／４イ
ンチの平行六面体の形状を有する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
１．本発明の目的
　従って、本発明の全般的な目的は、２つの別個のＲＦトランシーバと、任意で装備され
る自動ＩＤ読取装置で使用するための単一の集積回路を提供することであり、これらは全
て、共通支持体、特にモバイル・コンピュータで使用するための標準的な長方体形状のス
ペース内に取り付けられる。
　本発明の別の目的は、自動ＩＤ読取装置と無線トランシーバのための共通のベースバン
ド・ディジタル信号処理回路を使用するモジュールを提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
２．本発明の特徴
　上述の目的と以下で明らかとなるその他の目的を踏まえて、簡潔に述べると、本発明の
特徴の１つは、所定の長方体形状のスペースを定める共通支持体に共に支持された、２重
の無線周波数（ＲＦ）トランシーバと、自動ＩＤ読取装置にある。
　各ＲＦトランシーバは、無線ＬＡＮ又はＷＡＮ、ＧＰＲＳ、ＣＤＰＤ、ＧＳＭ携帯電話
ネットワーク等のような異なる通信チャネルを通じてコンピュータ・ネットワークと通信
するように動作する。自動ＩＤ読取装置は、識別カードのようなラベル又はカード上のコ
ード化されたデータを検出し、バーコード・シンボルのコード化されたデータをイメージ
ングし、及び／又は、読み取るように動作する。
【００１０】
１つの好ましい実施形態では、モジュールに支持されたプリント基板上に、ＲＦトランシ
ーバと自動ＩＤ読取装置の電気部品が取り付けられる。これらの部品は、ＲＦ信号データ
とコード化されたデータに対応するディジタル信号を生成する。単一のＡＳＩＣがモジュ
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ールに支持され、これらのディジタル信号を受信して処理し、この処理した信号を、共通
のインターフェースを介してホスト・コンピュータに出力する。
【００１１】
本発明の特徴であると考えられる新規な構成は、添付の特許請求の範囲の中に詳細に記載
されている。しかしながら、本発明それ自体は、その構造及びその作動方法に関して、ま
た、その付加的な目的及び利点に関して、特定の実施形態についての以下の説明を添付の
図面と併せて読んだときに、最も良く理解されるであろう。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の例示的な態様及び実施形態を含めた詳細をこれから説明する。図面を参照すると
、参照番号１００は、本発明によるモジュールのブロック図の全体を表している。モジュ
ール１００は、コンピュータ・ネットワークで結ばれた遠隔の基地局（図示せず）と通信
するためにアンテナ２１、２２によりＲＦエネルギーを発信可能な無線データ・トランシ
ーバを有する第１ＲＦサブアセンブリ１０を含む。ＲＦサブアセンブリ１０は、ＯＦＤＭ
無線のような如何なる低出力の通信プロトコルも使用可能であり、モバイル装置によって
収集されたデータを直接基地局へ送信し、それによりネットワークへ送信するように動作
する。
【００１３】
モジュール１００はまた、コンピュータ・ネットワークで結ばれた遠隔の基地局（図示せ
ず）と通信するためにアンテナ２３、２４によりＲＦエネルギーを発信可能な無線データ
・トランシーバを有する第２ＲＦサブアセンブリ１１を含む。ＲＦサブアセンブリ１１は
、ＷＣＤＭＡのような他の如何なる低出力の通信プロトコルも使用可能であり、モバイル
装置によって収集されたデータを直接基地局へ送信し、それによりネットワークへ送信す
るように動作する。
【００１４】
モジュール１００はさらに、バーコード読取装置又はイメージャーのような自動ＩＤ読取
装置、スマートカード読取装置、ディジタル・センサ、指紋検出器のようなバイオメトリ
ック・センサ、磁気的に符号化されたデータの読取装置（例えば、ディスク読取装置又は
ストライプ読取装置）、或いは、光学式すなわちＯＣＲ読取装置等を含むことができる。
【００１５】
ベースバンド・プロセッサ１２は、ＤＳＰコア２７と、該コア２７を無線１１に接続する
第１無線インターフェース２５を含む。本発明の鍵となる特徴は、無線の各々について共
通のＤＳＰコア２７を使用し、これにより、無線の各々についての同一又は類似の回路素
子の重複をなくすことである。
【００１６】
基地局はＲＦ信号を発信し、該信号は、モジュール内の各無線のアンテナ２１又は２３に
より検出される。また、アンテナに分散性を与えるために、モジュール内の各無線系統に
第２のアンテナ２２又は２４を配置することも可能であり、ここで「アンテナ」と言うと
きには、アンテナ２１、２２、２３、２４のいずれかを意味する。受信されたＲＦ信号は
、通信プロトコルの同期又は肯定応答のために、ＲＦ復調を行う無線トランシーバ１１に
導かれ、そこでアナログ・ベースバンド信号が、増幅器と、帯域フィルタと、受信された
信号をカウンターにより制御されたレートでサンプリングしてサンプル信号を生成するた
めの乗算器と、サンプル信号のピークの大きさ及び持続時間を測定するためのピーク検出
器と、自動ゲイン・コントローラと、アナログのサンプル信号をディジタル信号に変換す
るためのディジタイザーと、を含む信号プロセッサ１２で処理される。ディジタル信号は
、次に、コネクタ又はバス１３を通じて、格納されたアルゴリズムに従って処理するため
の中央演算処理装置（ＣＰＵ）１４を含むホストコンピュータ・ユニットに導かれる。デ
ータの記憶と検索のために、ＣＰＵにメモリ１５が接続される。ＣＰＵからの出力信号は
、そこからインターフェース１６を通じて、通常は、シリアル又はパラレル・ポートに導
かれ、該データは、それを通ってプリンタ、充電台等のような他の有線ユニットへ流れる
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ことになる。
【００１７】
参照番号１７は、自動ＩＤ読取装置の回路（半導体イメージャー又はＣＣＤイメージャー
として示されている）を全体的に示すもので、少なくとも１つのセンサを有しベースバン
ド・プロセッサ１２に接続されているインターフェースすなわち信号プリプロセッサ回路
１８に接続される。
【００１８】
図２は、図１に示す本発明の一実施形態を非常に簡略化したブロック図であり、そこでは
、ベースバンド・プロセッサ１２は、以下に詳細に説明するような高速フーリエ変換回路
２８を含む。この図は、ＦＦＴ回路を使用することができる無線１、無線２、及びイメー
ジャーの、３つの可能な信号源を示しているが、このような信号源は単に例示的なもので
ある。起動信号２９、３０、又は３１が切替装置３２に送られると、ＦＦＴ回路２８が、
現在作動中のそれぞれの信号源に接続される。ＦＦＴ回路２８は、図１のＤＳＰコア２７
の一部分としてもよいし、図２に示すように、バスに接続してもよい。
【００１９】
これまで説明してきたように、ＲＦトランシーバ１０、１１と自動ＩＤ読取装置の回路１
７は、共通のベースバンド・プロセッサ１２を共用する。プロセッサ１２の種々の態様を
、ディジタル回路、又はコンピュータのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、
或いはこれらの組み合わせで実行することができる。本発明の装置は、プログラム可能な
プロセッサによる実行のための機械読み取り可能な記憶デバイスの中に、又はメモリに取
り込まれたソフトウェアに有形的に組み込まれたコンピュータ製品に実装することができ
る。プロセッサ１２用には単一のＡＳＩＣが好ましいが、前述の技術は、例えば、入力デ
ータで作動し出力を生成することにより本発明の機能を実行するために、命令の一連の信
号又はプログラムを実行可能な単一のマイクロプロセッサ、マルチプロセッサ、１つ又は
それ以上のディジタル信号プロセッサ、論理ゲートのゲートアレイ、又は配線結合された
論理回路により実行することができる。この方法は、データ記憶システムからデータと命
令を受信し、該データ記憶システムにデータと命令を送信するよう該データ記憶システム
に接続された、少なくとも１つのプログラム可能なディジタル信号プロセッサと、少なく
とも１つの入力装置と、少なくとも１つの出力装置を含むプログラム可能なシステム上で
実行可能な、１つ又はそれ以上のコンピュータ・プログラムにおいて有利に実行すること
ができる。各々のコンピュータ・プログラムは、高級な手続き型又はオブジェクト指向の
プログラミング言語、或いは必要に応じて、アセンブリ言語又は機械言語で実行すること
が可能であり、どの場合においても、その言語は、コンパイラ型言語とすることもできる
し、インタープリタ型言語とすることもできる。適当なプロセッサは、例えば、ディジタ
ル信号プロセッサ、又は多目的及び特殊目的マイクロプロセッサの両方を含む。一般に、
プロセッサは、読み取り専用メモリ及び／又はランダム・アクセス・メモリから命令とデ
ータを受け取る。コンピュータ・プログラム命令とデータを有形的に組み込むのに適した
記憶装置は、全ての形態の不揮発性メモリを含み、例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
及びフラッシュメモリ・デバイスのような半導体デバイスと、内蔵ハードディスク及び取
り外し可能なディスクのような磁気ディスクと、光磁気ディスクと、ＣＤ－ＲＯＭディス
クを含む。前述のいずれのものも、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）により補うことも
できるし、その中に組み込むこともできる。
【００２０】
図３に示されているように、参照番号３００は、前述のＳＥ１２００レーザ・走査・エン
ジン・モジュールのような共通支持体を全体的に表しており、その上に、２重ＲＦトラン
シーバと自動ＩＤ読取装置が支持される。この支持体は、ほぼ平坦な底部３０１と、該底
部にほぼ平行で、該底部に対して上方に位置する平面に取り付けられたプリント基板３０
２を含む。参照番号３０３で示される領域において、モジュール内部に自動ＩＤ読取装置
（図示せず）が実装される。
【００２１】
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図４は、第１ＲＦサブアセンブリと、それに対応する直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ
）無線を示すベースバンド回路の一例を表している。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格は、５
ＧＨｚの帯域で動作するＰＨＹ層を指定しており、米国においてはデータを変調するため
の直交周波数分割多重技術に基づく無認可の装置に門戸が開放されている。ＯＦＤＭにお
いては、ディジタル・データは、多数の隣接するキャリアの中で分散されるため、比較的
少量のデータのみが各々のキャリアで搬送される。隣接するキャリアは、数学的に直交し
ている。隣接するキャリアの側波帯は重複することがあるが、隣接するキャリアに干渉さ
れることなく信号を受信することができる。ＯＦＤＭ変調の主な利点は、屋内環境及びモ
バイル環境において直面するマルチパス・エコーに強いことである。
【００２２】
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格では、各々のＯＦＤＭシンボルは、５２個のノンゼロの副搬
送波から構成され、そのうちの４８個はデータ副搬送波であり、残り４個はキャリア・パ
イロット副搬送波である。そのデータ転送速度は、６Ｍｂｉｔ／ｓから５４Ｍｂｉｔ／ｓ
までの範囲内であり、隣接するチャネルの間隔は２０ＭＨＺである。全ての実行には、６
、１２、及び２４Ｍｂｉｔ／ｓをサポートすることが必要とされる。オプションとしての
拡張は、９、１８、３６、４８、及び５４Ｍｂｉｔ／ｓである。データ転送速度の範囲は
、屋内環境及び屋外環境の両方における広範囲の無線チャネル特性に適合するように与え
られる。ＩＥＥＥ８０２．１１のＭＡＣプロトコルのマルチレート機構は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａのＰＨＹと共に使用され、全ての装置が現在のチャネルにおける最高のデータ
転送速度で互いに通信することを保障する。
【００２３】
従来の単一搬送波ディジタル通信システムでは、データシンボルは、何らかの変調方式を
用いてシリアル伝送され、各シンボルのスペクトルは、チャネル帯域幅全体を占有する。
マルチキャリア変調方式では、データシンボルは、幾つかの形式の周波数分割多重化（Ｆ
ＤＭ）により、チャネル帯域幅を共用する多数の副搬送波で並列に伝送される。或る副搬
送波についての変調方式を、他の副搬送波に用いる変調方式と無関係に選択することがで
きる。したがって、チャネルの周波数セグメントにおける、高い信号対雑音比（ＳＮＲ）
を有する副搬送波に、高速変調を使用することができ、その一方で、低いＳＮＲを有する
副搬送波には、低速変調を使用するか、又は変調しない。
【００２４】
ＯＦＤＭでは、副搬送波同士のスペクトルが重複しており、それらの間隔は、副搬送波の
各々が他の全ての副搬送波に対して直交するよう選択される。副搬送波の直交性を得るた
めの一般的な方法は、副搬送波シンボルの継続時間の逆数に等しい副搬送波の周波数間隔
を選択することである。次に、並列データ・ブロックをそれぞれ変調及び復調する逆高速
フーリエ変換（ＩＦＦＴ）及び高速フーリエ変換（ＦＦＴ）として実行される離散フーリ
エ変換によって、ＯＦＤＭ信号のベースバンド処理が有効に行われる。１回の変換の間に
生成された副搬送波の組は、１つのＯＦＤＭシンボルを定義する。副搬送波は、ＩＦＦＴ
によって生成された時間サンプルのチャネル上をシリアル伝送により搬送される。ＯＦＤ
Ｍシンボルの継続時間は、副搬送波シンボルの継続時間と同じであり、ゆえに、変換の時
間窓と等しい。
【００２５】
このようなシステムの１つを説明するために、米国特許第５，８３８，７３４号を引用に
よりここに組み込む。この特許では、送信器で最初に符号化されたキャリアの各々のＩ値
及びＱ値の出力に関するＦＦＴが開示される。これらのＩ値及びＱ値は、これらが表され
ている直交振幅変調（ＱＡＭ）の位相図から各ベクトルに対する大きさＺを導き出す変換
器に送られる。これらのＩ値及びＱ値はまた、ＱＡＭ位相図における各ベクトルに対する
角度を導き出し、これを位相誤差解析器と位相誤差補償器に供給する変換器に送られる。
位相誤差解析器は、局部発振器に起因する位相ノイズを除去し、次いで位相誤差補償器に
おいて位相角度が補正され、補正された出力が与えられる。
【００２６】
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より詳細には、図４に、受信／送信スイッチ４０１に接続されたアンテナ（５ＧＨｚ　Ｗ
ＬＡＮと表記される）が示されている。受信側では、スイッチ４０１はＬＮＡ４０２に接
続される。ＬＮＡ４０２の出力は、乗算器４０３に接続される。乗算器４０３の出力は、
フィルタ４０５に接続される。フィルタ４０５の出力は、アナログ・ディジタル変換器Ａ
ＤＣ４０６に接続され、該ＡＤＣ４０６は、複合（ＩＱ）復調及びタイミング同期回路４
０７に接続される。複合（ＩＱ）復調及びタイミング同期回路４０７の出力は、保護イン
ターバル除去回路４０８に接続され、該保護インターバル除去回路４０８は、ＦＦＴ４０
９に接続される。ＦＦＴ４０９の出力は、周波数ドメイン等化及びチャネル見積もり回路
４１０に接続され、その出力は逆マッピング及び逆インターリービング回路４１１に接続
される。逆マッピング及び逆インターリービング回路の出力は、ビタビ復号回路４１２に
接続され、該ビタビ復号回路４１２の出力は、ＦＩＦＯ４１３に接続される。ＦＩＦＯ４
１３は、ＭＡＣプロトコル・スタック・プロセッサ４１４に接続される。
【００２７】
プロトコル・スタック・プロセッサ４１４の出力は、ＦＩＦＯ４１３に戻るよう接続され
、該ＦＩＦＯ４１３の出力は、畳込み符号器４１５に接続される。畳込み符号器４１５の
出力は、シンボル・インターリービング及びＩ／Ｑマッピング４１６に接続される。４１
６の出力は、パイロット挿入４１７に接続され、４１７の出力は、ＩＦＦＴ４１８に接続
される。ＩＦＦＴ４１８は、保護インターバル挿入及びウィンドウ回路４１９に接続し、
４１９の出力は、複合（ＩＱ）変調回路４２０に接続される。
【００２８】
最終的に、複合（ＩＱ）変調回路４２０は、ディジタル・アナログ変換器ＤＡＣ４２１に
おける、ブロードバンドＲＦトランシーバ・システムに接続される。ＤＡＣ４２１の出力
は、フィルタ４２２に接続され、該フィルタ４２２の出力は、乗算器４２３に接続される
。乗算器４２３の出力は、電力増幅器４２４に接続され、該電力増幅器４２４は、アンテ
ナ（５ＧＨｚＷＬＡＮ）に接続される。
【００２９】
より詳細には、図５において、アンテナ（２ＧＨｚＷＷＡＮと表記されている）が、５０
１で示される受信／送信スイッチに接続される。受信側では、スイッチ５０１が、ＬＮＡ
５０２に接続される。ＬＮＡ５０２の出力は、乗算器５０３に接続され、該乗算器５０３
の出力は、フィルタ５０５に接続される。フィルタ５０５は、ＡＤＣ５０６に接続される
。
【００３０】
ＡＤＣ５０６の出力は、複合（ＩＱ）復調及びタイミング同期回路５０７において、ＷＣ
ＤＭＡベースバンドＩＣに接続され、５０７の出力は、複合逆スクランブル回路５０８に
接続される。回路５０８は、乗算器５０９に接続され、該乗算器５０９の出力は、チャネ
ル見積もり及び等化回路５１０に接続される。回路５１０は、逆マッピング及び逆インタ
ーリービング回路５１１に接続され、回路５１１の出力は、ターボ・デコード回路５１２
に接続される。回路５１２に接続されるのがＦＩＦＯ５１３で、該ＦＩＦＯ５１３は、Ｍ
ＡＣ・プロトコル・スタック・プロセッサ５１４に接続される。
【００３１】
プロトコル・スタック・プロセッサ５１４の出力は、ＦＩＦＯ５１３に戻るよう接続され
、該ＦＩＦＯ５１３の出力は、畳込み符号器５１５に接続される。符号器は、シンボル・
インターリービング及びＩ／Ｑマッピング回路５１６に接続され、該回路５１６の出力は
、２５６チップのウオルシュ・コード・ジェネレータ５１７と乗算器５１８の両方に接続
される。５１８の出力は、複合スクランブリング回路５１９に接続され、該回路５１９の
出力は、次に複合（ＩＱ）変調回路５２０に接続される。
【００３２】
最終的に、複合（ＩＱ）変調回路５２０は、ＤＡＣ５２１においてブロードバンドＲＦト
ランシーバ・システムに接続される。ＤＡＣ５２１の出力は、フィルタ５２２に接続され
、該フィルタ５２２の出力は、乗算器５２３に接続される。乗算器５２３の出力は、電力
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増幅器５２４に接続され、該電力増幅器５２４は、アンテナ（２ＧＨｚＷＷＡＮ）に接続
される。
【００３３】
図６は、図４のＯＦＤＭトランシーバにおける逆高速フーリエ変換の実行の略図である。
より詳細には、処理モジュール６０１は、一連の乗算器６０２、６０３、６０４を含み、
これらは入力シンボルＣ0、Ｃ1、・・・ＣN-1に、図により詳細に示された指数因子を掛
けるように動作する。結果として得られた積は、次いでユニット６０５で合計され、その
出力は、乗算器６０６に入力され、そこで該出力にキャリア信号が乗算される。参考のた
めにＩＦＦＴプロセスを表す式も図中に示す。
【００３４】
図７は、ＷＣＤＭＡトランシーバに使用されることがあるレーキ受信機／等化器の実行の
略図である。レーキ受信機は、Ｒ．プライスらによるＰｒｏｃ．ＩＲＥ４６，５５５－５
７０（１９５８）により知られており、複数のマルチパス伝播経路のための復調構造を代
表するものである。各マルチパス・コンポーネントの復調は、レーキの「フィンガー」で
ある。この復調は、乗算器７０２、７０３、７０４、・・・と加算器７０５を用いてチャ
ネル・インパルス応答見積もりｇ1、ｇ2、ｇ3、…を乗算することにより、加重され、位
相調整され、遅延調整された符号語コンポーネントの和を生成する。
【００３５】
自動ＩＤ読取装置は、好ましくは、半導体センサ又はＣＣＤイメージャーであり、レーザ
・走査・エンジン・サブアセンブリとすることもでき、また、レーザ・ビームを放射する
ためのレーザ・ダイオードと、レーザ・ビームを合焦するためのレンズと、該ビームをモ
ジュールの外側に反射させるための走査ミラーと、該走査ミラーを動かし、バーコード・
シンボルを横切るように光線を走らせ、バーコードから反射させるための駆動機構と、反
射した光を検出するためのフォトダイオードと、反射した光を集め、それをフォトダイオ
ードに導くための集光ミラーと、光学的な集光部品と、を含むことができる。フォトダイ
オードで生じる検出された信号を処理してディジタル化するために、ベースバンド・プロ
セッサ１２への出力に、インターフェース１８を接続することができる。
【００３６】
前述の要素の各々、或いは２つ又はそれ以上は、前述の形式とは異なる他の形式の構造に
おいても有効に利用できることが理解されるであろう。
【００３７】
本発明について、モジュールにおける自動ＩＤ読取装置と単式又は２重無線周波数トラン
シーバに使用されるＩＣを具現化して図示し、説明してきたが、これは、本発明が示され
た詳細に限定されることを意図するものではなく、本発明の精神から少しも逸脱すること
なしに種々の改良及び構造上の変更が可能である。
【００３８】
これ以上分析しなくとも、前述したことは、本発明の要旨を十分に示しているであろうか
ら、第三者は、現行の知識を応用することにより、従来技術の観点から見て本発明の一般
的な態様又は特定の態様の本質的な特性を十分に構成する特徴を省略することなしに、本
発明を種々の用途に容易に適合させることが可能であり、それゆえ、そのような適合は、
付属の特許請求の範囲の均等物の意義及び範囲の中に包含されるべきであり、かつ、包含
されることを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る単一のＩＣベースバンド・プロセッサ回路と共に２重ＲＦトランシ
ーバと自動ＩＤ読取装置回路を示すブロック図である。
【図２】単一のＦＦＴ回路が２重ＲＦトランシーバの各々によって使用される状態を示す
、本発明の一実施形態のブロック図である。
【図３】図１の回路を支持するためのモジュールを前方と下方から見た斜視図である。
【図４】本発明において使用されるＯＦＤＭ　ＲＦトランシーバのブロック図である。
【図５】本発明において使用されるＷＣＤＭＡ　ＲＦトランシーバのブロック図である。
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【図６】図４のトランシーバで使用される回路の略図である。
【図７】図５のトランシーバで使用できるように本発明により改良された図６の回路の略
図である。
【符号の説明】
１０　第１ＲＦサブアセンブリ
１１　第２ＲＦサブアセンブリ
１２　信号プロセッサ
１３　バス
１４　プロセッサ
１５　メモリ
１６　インターフェース
１７　イメージャー
１８　インターフェース
２１　アンテナ
２５　無線インターフェース
２６　無線インターフェース
２７　ＤＳＰコア
２８　高速フーリエ変換回路
２９　起動信号
３２　切替装置
１００　モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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